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「中華人民共和国税関企業分類管理方法」はすでに2010年10月14日、税関総署署務会議の審議に通過して、現在では公布する。2011年1月１日から実施する。
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中華人民共和国税関企業分類管理方法

第一章  総則

第1条 企業が法に従うとともに自律することを励まし、税関管理効能を提供し、輸出入貿易の安全と便利を保障し、「中華人民共和国税関法」及び他の法律、行政法規の規定によって、本方法を制定する。

第2条 税関で登録した輸出入貨物の受け取り人、通関企業は全部本方法に適応する。

他の企業の分類管理は、税関総署から別に規定する。

  第3条    税関は企業が法、行政規則、税関規制、間係する規定に従い、経

            営管理状況、及び税関監督、統計記録などによってAA, A , B , C , D

　　　　　　などの五つ管理種類を分けて、関係する企業に対して評価、分類して、　　

　　　　　　とともに企業の分類について公開する。　　　

  第4条　  税関総署は遵法便利原則に従い、管理種類が違う企業に対して相応す 

           る差別管理措置を制定する。その中で、AA類とA類企業は相応する            

           通関便利措置に適応し、Ｂ類企業は正常的な管理措置に適応し、C類　　

　　　　　 とD類は厳密監督措置に適応する。　

　　　　　  全国税関は統一な企業分類標準、手順と管理措置を実施する。税関は  

           企業とより強く協力し、情報交流と業務連絡を展開する。

  第５条    税関総署は企業の分類管理仕事について指導し、監督する。直属税関　　

　　　　　 は審査に責任を負い、本関区企業に適応する管理種類を調整する。

第2章 　管理種類の設定

第一節　輸出入の貨物受け取り人

  第６条   AA類輸出入貨物の受取人は、同時に下記の条件に符号すべきだ。

 (一）A類管理条件に符号し、A類管理にはすでに１年以上適応した。

 (二）昨年度輸出入の通関間違い率は３％以下だ。

 (三）税関調査検査にパスし、税関管理、企業経営管理と貿易安全の要求に符号す

　　　る。

 (四）「企業経営管理状況評価報告」と会計師事務所が出してくれた昨年度の審査報告を毎年報告する。「輸出入業務状況表」を半年ずつ報告する。

  第７条   A類輸出入の貨物受け取り人は、同時に下記の条件に符号すべきだ。

 (一）すでに１年以上にB類管理に適応した。

 (二) １年連続して密輸罪、密輸行為、税関監督規定の行為に違反したことはない。

 (三) １年連続して輸出入する時、知識財産権を侵害した原因で、税関に行政処罰

　　　されたことはない。

 (四) １年連続して払うべき税金、罰金を滞納したことはない。

 (五) 昨年度輸出入の総価値は５０万ドル以上。

 (六) 昨年度輸出入通関の間違い率は５％以下。

 (七) 会計制度が整えていて、業務記録が真実でそろっている。

 (八）積極的に税関管理に配合し、タイミングに各種類の税関手続きを処理し、税　

　    関に提供した領収書、証明書は真実、有効でそろっている。

 (九）「企業経営管理状況評価報告」を毎年報告する。

 (十）規定によって、「中華人民共和国輸出入貨物受取人通関登録証書」証書のチ

     ェンジ手続きと関係する変更手続きを処理する。

 (十一) １年連続して、人民銀行、工商、税務、質検、外貨、観察などの行政管理

　　　　部門と機構で不良記録はない。

  第８条  輸出入貨物の受取人は下記通りの状況がある場合、C類管理に適応する。

 (一)  密輸行為がある。

 (二)　1年以内で三度以上税関監督規定に違反した行為があり、それに、違反率は　

　　　昨年度通関単及び輸出入境界備案したリストの総数の１％を超える；或いは　　　　

　　　１年以内で税関監督規定に違反した原因で、人民幣１００万以上処罰された。

 (三）１年以内では、２度と輸出入する時、知識財産権を侵害した原因で、税関に

　　　行政処罰された。

 (四)  払うべき税金、罰金人民幣５０万以下滞納したこと。

 第九条   輸出入貨物の受取人は下記通りの状況があった場合、D類管理に適応す

　　　　　る。

 (一)  密輸罪があった場合。

 (二) １年度以内で２度以上密輸行為があった場合。

 (三) １年度以内で、３度と輸出入する時、知識財産権を侵害した原因で、税関に

　　　行政処罰された。

 (四)  払うべき税金、罰金人民幣５０万以上滞納したこと。

 第十条   輸出入貨物の受取人は第八条と第九条に不符号したことはなく、ととも

　　　　　に下記条件に符号する場合、B類管理に適応する。

 (一)  初めて登録する企業。

 (二） 初めて登録してから、管理種類が調整しない場合。
 (三） AA類企業は原管理条件の別種適応条件に符号しない場合、それにA類管理条件の別種適応条件に符号しない場合。

 (四)　A類企業は原管理条件の別種適応条件に符号しない場合。

 第十一条 税関で登録済みの加工企業は、輸出入貨物の受け取り人によって分類し

　　　　　て管理する。

第二節　通関企業

 第十二条 AA類通関企業は、同時に下記条件に符号すべきだ。

 (一)　A類管理企業条件に符号し、すでに１年以上A類管理に適応した。

 (二)　昨年度代理して申告した通関単及び輸出入境界備案したリストの総数は２

　　　万枚（中西部５０００枚）以上。

 (三)　昨年度輸出入通関の間違い率は３％以下。

 (四)　税関の検査要求にパスし、税関管理、企業経営管理と貿易安全要求に符号す

　　　る。

 (五)　「企業経営管理状況評価報告」と会計師事務所が出してくれた昨年度の審査

　　　報告を毎年報告する。「輸出入業務状況表」を半年ずつ報告する。

 第十三条 A類通関企業は、同時に下記条件に符号する。

 (一)　すでに１年以上にB類管理に適応した。

 (二) 企業及び所属プロ通関申告者は１年連続して密輸罪、密輸行為、税関監督規

　　　定の行為に違反したことはない。

 (三) １年連続して輸出入する時、知識財産権を侵害した原因で、税関に行政処罰

　　　されたことはない。

 (四) １年連続して払うべき税金、罰金を滞納したことはない。

 (五)　昨年度昨年度代理して申告した通関単及び輸出入境界備案したリストの総

　　　数は３０００枚以上。

 (六)　昨年度代理輸出入通関の間違い率は５％以下。

 (七)　法に従って、帳簿と営業記録をうち立て、委託された通関業務すべての活動

　　　を真実、正確、完全的に記録する。

 (八)「企業経営管理状況評価報告」を毎年報告する。

 (九）規定によって、「中華人民共和国輸出入貨物受取人通関登録証書」証書のチ

     ェンジ手続きと関係する変更手続きを処理する。

 (十) １年連続して、人民銀行、工商、税務、質検、外貨、観察などの行政管理

　　　　部門と機構で不良記録はない。

　第十四条 通関企業は下記通りの状況がある場合、C類管理に適応する

 (一)  密輸行為がある。

 (二)　1年以内で三度以上税関監督規定に違反した行為があり、或いは１年以内で

　　　税関監督規定に違反した原因で、総計で人民幣５０万以上処罰された。

 (三）１年以内では代理した通関の貨物は、知識財産権を侵害した原因で、税関に

　　　２度と没収され、それに合理に審査義務を履行しない。

 (四)　払うべき税金、罰金人民幣５０万以上滞納したこと。

 第十条   通関企業は本方法第十四条と第十五条に不符号したことはなく、ととも

　　　　　に下記条件に符号する場合、B類管理に適応する。

 (一)  初めて登録する企業。

 (二） 初めて登録してから、管理種類が調整しない場合。
 (三） AA類企業は原管理条件の別種適応条件に符号しない場合、それにA類管理

　　　条件の別種適応条件に符号しない場合。

 (四)　A類企業は原管理条件の別種適応条件に符号しない場合。

第三章　管理別種の適応と調整

 第十七条 本方法第六条第(一)項と第十二条第(二)項、第(二)項の規定に符号する企

　　　　　業は、登録地の税関を通して、直属税関に適応AA類管理申請を出し、

　　　　　とともに下記の材料を提供する。

 (一)　「AA類管理申請書に適応」

 (二)　「企業経営管理状況評価報告」

 (三)　 会計師事務所が出した昨年度の審査報告

 第十八条 本方法第七条と第十三条の規定に符号する企業は、登録地の税関を通し

　　　　　て、直属税関に適応A類管理申請を出し、とともに下記の材料を提供　　　

　　　　　する。

 (一)　「A類管理申請書に適応」

 (二)　「企業経営管理状況評価報告」

 第十九条 登録地税関はAA類、A類に適応する企業の管理申請を引き受け、審査

　　　　　に経て、提供した資料はそろっていて、法定形式に符号すれば、その場

　　　　　で「企業分類管理申請受理決定書」を発行し、直属税関に申請させる。

　　　　　AA類を申請する企業は、直属税関に審査されてから、調査する必要が

　　　　　ないとれ認定された場合、受理日から１ヶ月以内で適応でないっていう

　　　　　決定を出す。直属税関に審査されてから、調査する必要があるとれ認定

　　　　　された場合、受理日から２ヶ月以内で適応する、適応しないっていう決

　　　　　定を出す。

 第二十条 AA類、A類管理に申請する企業は下記の状況がある場合、直属税関か

　　　　　らその申請を差し戻すとともに、適応しないと決定した。

 (一)  申請する時、本方法が規定した条件に不符号すす場合。

 (二)　審査期間、本方法が規定した条件に不符号する場合。

 (三)　審査する期間、密輸の嫌疑がある場合、或いは税関監督規定に違反する場合、

　　　及び知識財産権を侵害した原因で、税関に捜査案件とし、調査された場合。

 第二十二条 C類、D類企業の申請はＢ類、Ｃ類と調整した場合、登録地の税関か

　　　　　　ら直属税関に「企業管理別種調整申請書」を提供する。登録地の税関

　　　　　　は審査に経て、企業から提供した資料はそろっていて、法定形式に符　

　　　　　　号すれば、その場で「企業分類管理申請受理決定書」を発行し、直属

　　　　　　税関に申請させる。

　　　　　　直属税関は受理日から１ヶ月以内で調整或いは調整しないという決　

　　　　　　定を出す。

 第二十三条 企業は下記、別種下げの状況がある場合、登録地の直属税関は発見し

　　　　　　た日から１ヶ月以内で、本方法第二章の規定によって、管理別種を調

　　　　　　整するという決定を出す。

 (一)　AA類、A類企業が原管理別種の適応条件に不符号する場合。

 (二)　Ｂ類企業にはC類、D類管理別種の状況があった場合。

 (三)　C類企業にはD類管理別種の状況があった場合。

 第二十四条 直属税関に経て、企業管理別種の調整と不調整を決定する。企業の登

            録地税関が、決定出した日から10日以内で関係する決定を企業に配

            達する。
            税関は調整するという決定を出した日から、調整後の管理別種によっ

　　　　　　て企業について相応する管理措置を実施する。

　　　　　　企業は、税関から企業管理別種の調整或いは不調整を決定する前で、

　　　　　　管理別種調整申請を引き上げると、税関が管理別種調整の審査を終止

　　　　　　し、管理別種調整審査を終止するという決定を出した。

 第二十五条 AA類、A類企業は密輸の嫌疑があったので、税関に捜査案件とし、

　　　　　　調査された場合、税関が管理別種に相応する管理措置を一時に停止す

　　　　　　る。停止期間において、Ｂ類企業の管理措置によって管理を実施する。

 第二十六条 企業或いは税関登録番号が変化した場合、その管理別種は続いて適応

　　　　　　できる。だが、下記状況があった場合、以下の方式によって調整する。

(1) 企業は生存分立が発生し、分立後の企業は分立前の企業の主要権利或いは債

権債務関係を受け継ぐ。管理別種は分立前の管理別種に適応し、他の分立企業は初回登録企業とする。

(2) 企業は解散分立を発生し、分立企業が初回登録企業とする。

(3) 企業は新設合弁を発生し、合弁企業は初回登録企業とする。

第4章 管理措置の実施
 第二十七条 通関企業は輸出入貨物の受け取り人の通関業務を代理する。税関は通

関企業と輸出入貨物受取人がそれぞれ適応する管理別種によって区

別し、相応する管理措置を実施する。
企業の管理別種が違うので、実施すべきの管理措置が抵触することを引き起こし

た場合、税関は以下記方式通りに実施する。

(1) 通関企業は或いは輸出入貨物の受取人はC類或いはD類で、低い管理別種

     によって相応する管理措置を実施する。

(2) 通関企業は或いは輸出入貨物の受取人はB類で、通関企業の管理別種によ

って対応する管理措置を実施する。

(3)  第二十八条 加工貿易経営企業と委託加工を引き受ける生産企業とは管理別種が違う時、税関からは低い管理別種によって当加工貿易業務に対して、相応する管理措置を実施する。

第五章   附則
 第二十九条 分立企業評定記録の密輸罪として、その評定時間は人民刑事判決書の発行時間に基づく。

            分立企業評定記録の密輸行為として、税関監督に違反する行為、輸出入貨物が知識財産権に侵害する行為、その評定時間は税関行政からの処罰決定書の作成時間を基準にする。

 第三十条 警告及び罰金人民弊３万以下の税関監督に違反する行為は、企業分類
管理評定記録としない。

 第三十一条 本方法下記用語の意味は以下通りだ。

 「他企業」とは、税関で登録した輸出入貨物の受取人と関企業以外、税関総署規定した他に、輸出入活動に直接の関係がある企業だ。

 「中西部」とは東部地区を除いて他の地区を指す。東部北京し、天津し、遼寧省、河北省、山東省、江蘇省、浙江省、福建省、広東省を含む。
 「払うべき金額を滞納した項目」とは、払うべき期限日から３ヶ月を超えて、輸出入貨物と物品の払うべき輸出入税金と輸出入プロセスの税関徴収税金との総和を払わなかったこただ。それに、税関から認定した税関監督規定に違反した時、処罰を除いて、税金も払うべきだっていうことも含む。
 「輸出入総価値」税関貿易総計と単項目統計データを含め、税関からの統計を基準にする。関係するデータは税関企業が分類管理を行う。

 「通関間違い率」とは、昨年度、企業の所有通関代理者が当企業を申告単位として申告する時、点数を記録された総数だ。当年度企業を申告単位として申告する通関単、及び輸出入境界備案リストの総枚数の百分率を除く。

「1年」 とは、連続している12月だ。

「年度」とは１個西暦年度だ。

「一年内」とは、企業調整類別の向上に関われば、それは「企業分類管理申請受理決定書」の作成日から12カ月遡って計算する。企業調整類別の向上に関われば、一番近い一回の行政処罰の作成日から1212カ月遡って計算する。

「以上」「以下」とはどちらも本数を含む。

 第三十二条 本方法は税関総署から解釈の責任を負う。

 第三十三条 本方法は2011年1月1日から実施する。2008年1月30日に、税関総署令第170号公布された「中華人民共和国税関企業分類管理方法」は同時廃止される。
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